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『福祉灯油助成事業』が実施されます  

興部町では、今冬の著しい原油価格高騰による石油製品高騰のため、平成２４年度の緊急対

策事業として、在宅で生活する低所得世帯に対し、暖房用燃料に使用する灯油購入費の一部を

助成し、冬期間の生活安定を目的とする『福祉灯油助成事業』を平成２５年２月２０日開催の

臨時町議会に提案し承認後、実施することとなりましたので、お知らせ致します。 

事業の詳細については下記のとおりです。 

【対象となる世帯の要件】 

 平成２５年２月１日現在で興部町民であり、かつ世帯構成員全員が町民税非課税者であり、

次の①から③の要件のいずれかに該当するものであること。ただし、生活保護世帯、福祉施設

入所者及び医療機関等長期入院患者で対象期間に入院見込みのものは支給対象としない。 

① ７０歳以上の高齢者のみで構成された世帯であり、生計が独立していること。 

② 障がい者世帯で、次のいずれかの要件を満たすもの。 

  （ア）身体障害者手帳の１級または２級を有する者が世帯構成員にいること。 

（イ）療育手帳のＡ判定を有する者が世帯構成員にいること。 

（ウ）精神障害者保健福祉手帳の１級を有する者が世帯構成員にいること。 

③ ひとり親世帯で、生計が独立した世帯であること。 

  （２０歳未満の子供を扶養している方に限る） 

※②に該当する方は、確認できる手帳をご持参ください。 

【申請について】 

必要な物：印鑑 

申請期間：平成２５年２月２０日から平成２５年３月１５日まで 

※平成２４年１月１日時点で興部町に住所を有していなかった方については世帯構成員の

非課税証明書が必要となります。 

【申請窓口】 

・興部町福祉保健総合センター「きらり」内 福祉保健課社会福祉係（℡８２－４１２０） 

・沙留出張所（℡８３－２６５９） 

【支給決定について】 

 申請書を審査の結果、支給決定または支給非該当の通知書を送付します。 

 支給額は、１世帯あたり１０，０００円とし、灯油券（５，０００円分２枚）を交付します。

灯油券の使用期限は平成２５年３月３１日までとします。 

 

【福祉灯油取扱販売店】 

 福祉灯油取扱店につきましては、下記の町内販売店に限定させていただきます。 

 ◎北オホーツク農業協同組合 ホクレン興部給油所（興部町字興部１０７番地の５６） 

 ◎株式会社藤共工業 フジキョウ石油（興部町字興部１９３番地の１） 

 ◎大昭石油株式会社 興部営業所（興部町字興部２２５番地） 

 ◎昭興石油株式会社（興部町字沙留４５３番地の２） 

 ◎オホーツク・エア・ウォーター株式会社  

興部サービスセンター（興部町字興部２６３番地） 

 

ご不明な点がございましたら、興部町福祉保健総合センター「きらり」内  

福祉保健課社会福祉係（℡８２－４１２０）へお問い合わせください。 

 

興部町職員の公募について  

 興部町では、国保病院の看護師及び准看護師として、次により公募いたしますので、希望者

は、期日厳守の上、応募されますようお知らせいたします。 

記 

○ 職 種   看護師及び准看護師（国保病院） 

○ 採 用 人 数   2 名 

○ 採 用 時 期   平成２５年４月１日 

○ 勤 務 場 所   興部町国民健康保険病院 

○ 採 用 条 件    看護師、准看護師の資格者若しくは平成２４年度中に実施される国家 

試験により資格を取得見込みの方。 

○ 応 募 方 法   履歴書・資格証明書を興部町役場総務課へ持参、または郵送にて提出。 

○ 応 募 締 切   平成２５年２月２２日（金）午後５時１５分まで必着 

○ 選 考 方 法   書類選考の上、面接により選考する。 

○ 面 接 試 験   後日、面接日時を指定し連絡。 

○ 問い合せ先   〒０９８－１６９２ 紋別郡興部町字興部７１０番地 

          興部町役場 総務課 職員厚生係 ℡８２－２１３１（内線３１３） 

○ そ の 他   ・履歴書等はお返しできませんのでご了承願います。 

          ・取得した個人情報の取り扱いについては、選考の資料とさせていた 

だく目的以外に利用することはありません。 

 
 

お知らせ   
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町の施設における指定管理者の指定について  

 町では、下記施設における平成２５年４月１日からの指定管理者を指定いたしましたので、 

お知らせいたします。各施設の利用に関するお問い合わせなどは下記の担当者にご連絡下さい。 

 

施 設 名 指定管理者名等 指定管理する期間 
指定管理者が 

行う主な業務 

興部町公衆浴場 

興部環境事業協同組合  

理事長  河 原  隆 

連絡先 ℡82－2118 

【担当】 

㈱マルコウ 長坂廣行 

連絡先 ℡82－2015 

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 

～  

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 

・公衆浴場の運営 

・公衆浴場の施設全体

の維持管理 

・利用料金の収受 

興部町営 

パークゴルフ場 

（ 興 部 ﾊ ﾟ ｰ ｸ ｺ ﾞ ﾙ ﾌ 場 ） 

（ 沙 留 ﾊ ﾟ ｰ ｸ ｺ ﾞ ﾙ ﾌ 場 ） 

興部環境事業協同組合 

 理事長  河 原  隆 

連絡先 ℡82－2118 

【担当】 

㈱服部工業 服部徹也 

連絡先 ℡82－2405 

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 

～  

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 

・パークゴルフ場の施 

設の維持管理（清掃

草刈、コース管理） 

・利用料金の設定及び 

収受 

・施設利用の承認 

興部交通記念複合

施設（アニュウ）

及び興部交通記念

広場 

興部町商工会 

 会 長  阿 部 昭 一 

連絡先 ℡82－2217 

【担当】 

興部町商工会 田内秀男 

連絡先 ℡82－2217 

平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 

～  

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 

・施設の維持管理 

 （警備も含む） 

・道の駅の運営 

・利用料金の設定及び 

 収受 

・施設利用の承認 

 

【指定管理者制度とは】 

 指定管理者制度は、従来の管理委託制度に代わって、多様化する住民ニーズに、より効果的

かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住

民サービスの向上や経費の節減等を図ることを目的として設けられたものです。 

 興部町では平成１９年度よりこの制度を導入し、３つの施設におきまして３年間の指定管理

を行い、管理運営の実績や制度の導入効果等を踏まえて、このたび４月 1 日から再び 3 年間

の指定管理を行うこととなりました。 

 

 

 

 

 

平成２４年分所得申告の受付について  

上記の件につきまして、次の要領により行いますので、期間内に申告を済まされますようお

願い致します。 

■申告の必要な方 

①平成２４年１月１日～平成２４年１２月３１日までの間に収入を得た方 

※収入とは、営業・給与（事業専従者給与を含む）・報酬・年金・賃金・譲渡等により支払

いを受けること。 

②年末調整が済んでいる方で、年金・賃金・不動産・配当・譲渡等の収入のある方。医療費控

除・住宅借入金等特別控除の適用を受ける方。また、年末調整に誤りのある方。 

③申告を要する収入はないが、国民健康保険に加入している方 

④公的年金等の収入額の合計額が４００万円以下（※１）で、かつ、公的年金等に係る雑所得

以外の所得金額が２０万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりま

した。（平成２３年分より）この場合であっても、所得税の還付を受けるためや上場株式等

の譲渡損失を翌年以後に繰越するためには、確定申告書を提出する必要があります。 

 また、所得税の申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告をすることによって、

翌年度の住民税の賦課額が減額になる場合があります。（例：社会保険料控除・医療費控除

等） 

 ※１ 複数から受給されている場合は、その合計額です。 

■ 申告日程 

受 付 月 日 対象地区 区分 受付時間 受付会場 

２

月 

１８日（月） 浜町･元町    一般 

9：00～17：00 
役場 1 階 

第 1 会議室 

１９日（火） 
本町･仲町･

幸町  
一般 

２０日（水） 栄町･泉町    一般 

２１日（木） 新泉町･旭町   一般 

２２日（金） 宇津 一般 9：00～11：30 宇津集落センター 

２５日（月）～２７日（水） 
沙留･住吉･

富丘 
一般 9：00～16：30 沙留公民館 

２８日（木） 緑ヶ丘・東町     一般 

9：00～17：00 
役場 1 階 

第 1 会議室 

 

 

３

月 

１日（金） 春日町･新町   一般 

４日（月）～８日（金） 農業者のみ 農業 

１１日（月） 
宮下町･北興 

秋里･豊野  
一般 

１２日（火）～１５日（金） 指定なし     一般 

※期間中連絡先 

 ・宇津集落センター        ℡８２－２５８４ 

 ・沙留公民館           ℡８３－２３０６ 

※なお、不明な点や詳しい内容についてのお問い合わせは、 

 興部町役場 住民課税務係（℡８２－２１３１ 内線２２５・２２６）までご連絡願います。 



町からのお知らせ ２月中間号 －3－ 

平成２５年度保育所入所児童の募集について  

平成２５年４月から興部保育所または沙留保育所に入所を希望される児童を次の要領によ

り募集しますので、希望される方は期日までに手続きされますようご案内いたします。 

１．入所できる児童 

保育所へ入所できる児童は保護者が、昼間に居宅内外で労働している等で家庭で保育が

できず、かつ、同居する親族、その他の方が当該児童を保育することができないと認め

られた場合です。 

２．入所定員 

   興部保育所 ４５名 （１歳児３名、２歳児６名、３歳以上児３６名） 

   沙留保育所 ４５名 （１歳児１名、２歳児４名、３歳以上児４０名） 

３．入所申込み手続き 

   入所を希望される方は、福祉保健総合センター「きらり」内社会福祉係または沙留出張

所まで関係書類を提出してください。 

   申込用紙は、福祉保健総合センター「きらり」、沙留出張所、興部保育所、沙留保育所

にあります。 

４．入所の決定 

保護者の稼動実態調査等を行い、決定しだい保護者に通知をします。児童の入所が決定

されましたら、町内の保育所（興部保育所・沙留保育所）を選択することができます。

なお、定員を超える場合は、選考基準により決定しますのでご了承下さい。 

５．保育料 

入所児童の保護者及び家族の所得税、町民税の課税状況によって決定しますが、３歳未

満児、３歳以上児によっても保育料は異なります。 

６．申込み締切日 

   平成２５年２月２２日（金）まで 

   ※以降の申込みについては定員内であれば随時受付けます。 

７．その他 

不明な点がありましたら、福祉保健総合センター「きらり」 

社会福祉係（℡８２－４１２０）までお問い合わせ下さい。 

※現在入所されている方 

現在入所されている児童については、保護者の就労等の状況を確認するため現況届及び

各種証明書を提出していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉保健総合センター高齢者生活支援ハウス入居者の募集について  

 下記のとおり、高齢者生活支援ハウスの入居者を募集いたしますので、希望される方は 

平成２５年２月２２日（金）までにお申し込みください。 

 

１．募 集 戸 数   １人用 ～ １戸 

２．入居者の範囲   興部町に住所を有する 60 歳以上の方で、自立 

して生活することに不安のある方。 

３．入居者の決定   申請書を審査し、決定いたします。 

           なお、審査にあたっては、ケアマネージャーによる身体状況等調査 

が必要な場合があります。 

４．入 居 予 定 日   平成２５年３月１日以降 

５．利 用 料  (１)事務費 

対 象 収 入 に よ る 階 層 区 分 利用者負担額 

A 1,200,000 円以下  0 円 

B 1,200,001 円 ～ 1,300,000 円 4,000 円 

C 1,300,001 円 ～ 1,400,000 円 7,000 円 

D 1,400,001 円 ～ 1,500,000 円 10,000 円 

E 1,500,001 円 ～ 1,600,000 円 13,000 円 

F 1,600,001 円 ～ 1,700,000 円 16,000 円 

G 1,700,001 円 ～ 1,800,000 円 19,000 円 

H 1,800,001 円 ～ 1,900,000 円 22,000 円 

I 1,900,001 円 ～ 2,000,000 円 25,000 円 

J 2,000,001 円 ～ 2,100,000 円 30,000 円 

K 2,100,001 円 ～ 2,200,000 円 35,000 円 

L 2,200,001 円 ～ 2,300,000 円 40,000 円 

M 2,300,001 円 ～ 2,400,000 円 45,000 円 

N 2,400,001 円以上  50,000 円 

          (２)管理費 1 人用 ～ 10,000 円 

          (３)電気料・燃料費 ～ 使用料実費による 

          (４)食 材 料 費 ～ 1 日につき 1,000 円（1 人月額 30,000 円） 

６．申し込み先・お問い合わせ先 

          福祉保健総合センター「きらり」内 

          福祉保健課高齢者福祉係 ℡８２－４１８０ 
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２月中旬～３月中旬の予防接種・健診等日程  

１．２月１日号でお知らせした事業 

事 業 名 期 日 受付時間 会 場 

胃がん・肺がん 

大腸がん 検診 
2 月 21 日（木） 

 ・各種検診ともに受診定員まで若干の空きがあり 

ますので、受診希望される方は、健康推進係へ申

し込みください。 

※なお、定員になり次第締め切ります。 

１歳６カ月児・３歳児

健康診査 
2 月 28 日（木） 12:30～16:30 

福祉保健総合センター 

 「きらり」 

２．予防接種について 
（１）乳幼児の「定期の予防接種」について 

定期の予防接種とは、予防接種法に基づき市町村が実施するもので、接種は努力義務となり

ます。 

①三種混合、四種混合、麻しん風しん混合、麻しん、風しん、ＢＣＧ（個別接種） 

 会  場  興部町国民健康保険病院 

 期  日  イ．毎週水曜日 ～ 三種混合、四種混合 

       ロ．毎週木曜日 ～ 麻しん風しん混合・麻しん・風しん 

       ハ．毎週金曜日 ～ BCG（但し祝祭日を除く） 

 受付時間  １５：３０～１６：３０（受付後、診察・接種までお待ち頂く場合もあり

ますので予めご了承願います） 

（２）その他の「任意の予防接種」について 

任意の予防接種とは、定期の予防接種以外の予防接種で、必要に応じ個人の責任において

実施するものです。 

①ヒブワクチン予防接種（対象：２ヶ月以上５歳未満の乳幼児） 

②小児用肺炎球菌(７価)ワクチン予防接種(対象:２ヶ月以上５歳未満の乳幼児) 

※今年度より対象年齢の変更があります。（６歳未満から５歳未満へ変更） 

③肺炎球菌（２３価）ワクチン予防接種（対象：６５歳以上の町民） 

※上記「（２）その他の任意の予防接種」は、予め国民健康保険病院への予約が必要です。 

（３）予防接種についてのお問い合わせ 

 ○興部町福祉保健総合センター「きらり」内 福祉保健課健康推進係【℡82-4170】又は 

 ○興部町国民健康保険病院 【℡82-2310】 

３．その他、健診等についてのお問い合わせは 
○興部町福祉保健総合センター「きらり」内 福祉保健課 健康推進係【℡82-4170】 

４．広域紋別病院精神科巡回診療のお知らせ 

 興部町での診療日程は次のとおりですが、原則、予約が必要ですので、診察を希望される方

は事前に電話等により直接、広域紋別病院へ申し込みください。 

 (1)対 象 者 ～ こころの健康に関してお困りで医療機関への通院が困難な方 

 (2)診療日程 ～ 毎月第１水曜日 

 

 

 

 

(3)費用・支払方法 

保険診療となりますので、当日、必ず保険証を持参してください。 

また、次のものをお持ちの方は併せて持参してください。 

・広域紋別病院の診察券 

・自立支援医療(精神通院医療)の受給者証及び管理票 

・公費負担受給者証 

診療費は後日ご自宅に送付する納入通知書により、最寄りの金融機関又は広域紋別病院会

計窓口でお支払いください。 

(4)予約受付時間 ～ 月曜日から金曜日まで 14：00～17：00（診療日の前週の金曜日まで） 

(5)予 約 申 込 先 ～ 広域紋別病院 

〒094-8709 紋別市緑町 5 丁目 6 番 8 号 

            ℡(0158)24‐3111(予約窓口) 

５．《運動実践講習会のご案内》 

 今から！がポイント メタボ予防！改善！!  

～運動指導士が専門的に実践指導します～ 

 メタボリックシンドロームに該当している方、予備軍の方、お腹まわりや体重が気になっ

ている方、メタボではないけれど今後の健康づくりについてお考えの方・・・ 

どなたでも参加可能です。日頃の運動不足やこの冬の運動不足を解消し、一緒に楽しく健

康的な汗を流しませんか？！ 

○日程表 ～ 希望の回だけの参加でも大歓迎です 

 日 時 内   容 場 所 

5 回 
2 月 26 日（火） 

13:30～15:００ 

・ 栄養ミニ講話 

「食事のワンポイントアドバイス②」 

・運動実践、筋力トレーニング、有酸素運動など 

福祉保健総合 

センター 

「きらり」 

6 回 
3 月 22 日（金） 

13:30～15:００ 

・ 栄養ミニ講話 

「食事のワンポイントアドバイス③」 

・運動実践、筋力トレーニング、有酸素運動など 

福祉保健総合 

センター 

「きらり」 

☆ 運動は、個人の体力等に応じて無理のない範囲で実践可能ですので、ご安心してご参加く

ださい。 

☆ 運動講師には、NPO 法人 健康保養ネットワークよりフィットネスアドバイザーをお招き

する予定です。 

【申し込み・問い合わせ】  

福祉保健課 健康推進係（保健師・管理栄養士）℡８２－４１７０ 

 

 

実 施 場 所 ３月 

興部町福祉保健総合センター 

「きらり」内  診察室 

６日(水) 
14:00～ 



町からのお知らせ ２月中間号 －5－ 

親子でふれあう楽しい時間を♪『わくわく親子遊び教室』のご案内   
  

今年度も「わくわく親子遊び教室」が開かれる季節となりました。 

親子やお友達同士で楽しめる遊びの紹介・実践から講話まで一緒に 

体験できたらと思っています。 

 楽しく遊ぶ時間や、お母さん・お父さんとふれあう時間は、子ども 

たちが健やかに成長していく過程でとても大切なものです。お母さん 

やお父さん同士お話しする時間に、また、お子さんとふれあいながら 

一緒にたのしく遊ぶ時間を過ごしませんか？ 

 みなさんの参加をお待ちしております。♪ 

 

 

＊日 時：平成２５年２月２８日（木） １０：００～１１：００ 

＊場 所：興部町立図書館２階「キッズひろば」 

＊内 容：親子遊びについての紹介・実践と講話 

おおむね１歳～就学前のお子さん が対象です。親子でお越しください。 

＊講 師：くらしネットワーク 相談支援専門員  佐 藤 直 美 氏 

＊参加料：無料 

 

参加ご希望の方は２月２７日（水）までに、下記までご連絡ください。 

 

 

 ◎申し込み・お問い合わせ ⇒ 福祉保健課 健康推進係（保健師）℡８２－４１７０ 

 

興部町スキー協会からのお知らせ  

 興部町スキー協会主催の級別テスト・ジュニアテスト講習検定会を下記のとおり開催します

ので、お知らせします。 

◎級別テスト講習検定会 

   日 時  平成２５年 ２月２３日（土）講  習   １３時３０分より 

              ２月２４日（日）講習検定    ９時３０分より 

 

◎ジュニアテスト講習検定会 

   日 時  平成２５年 ３月 ２日（土）講  習   １３時３０分より 

              ３月 ３日（日）講習検定    ９時３０分より 

 

・会場は、興部町営スキー場です。 

・受講の受付は、当日スキー場ロッジ内で行います。 

・詳細については、興部町営スキー場内に掲示してあります。 

いつまでも安心して暮らせる地域づくり懇談会 高齢者支援研修会 

『地域で高齢者をサポートする時の人との関わり方』のご案内 

 興部町では、高齢者を支える地域の支援体制や連携づくりを考える場として、昨年１１月か

ら２月までに４回の懇談会を開催しましたが、その一環として高齢者支援の実践編となる研修

会を開催いたします。 

 興部町では今や３.４人に一人が６５歳以上です。これからは高齢者が高齢者を支える時代で

あり、お互いに支え合う関係づくりが大切です。“自分にできることがあったら、何かしたい！”

と思っている方、また高齢者の皆さんも“自分はもう高齢者”と考えず、地域で身近な方をサ

ポートすることを考えて是非ご参加ください。 

 

 日  時 研  修  会  内  容 

第１回 
２月２３日（土） 

午後１時～３時 

≪基礎知識編≫ 講義 

『地域で高齢者をサポートする時の人との関わり方』（接し方） 

第２回 
３月  ３日（日） 

午前 10 時～12 時 

≪実践編≫ 講義・実技 

『コミュニケーションの取り方』 

 

◎会 場  興部町福祉保健総合センター「きらり」 

◎講 師  有限会社エーデルワイス代表取締役 認知症介護指導者 青山 由美子 氏 

◎対 象  興部町民※学生から高齢者の皆様どなたでも受講できます 

◎受 講  １日だけの受講も可能ですが、出来るだけ２日間の受講をお勧めします。 

◎申込期日  ２月１８日（月） 

◎申 込 先  興部町福祉保健総合センター「きらり」内 

興部町地域包括支援センター ℡８２－４１５５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年２月１５日で 
町内・町民の 

交通死亡事故ゼロ２０１０日 

スピードダウンとシートベルト 



町からのお知らせ ２月中間号 －6－ 

第３０回 戸田杯争奪紋別地方卓球大会のお知らせ  

 興部町卓球協会では、次のとおり卓球大会を開催いたしますので、多数のご参加をお待ち 

しております。 

 

１．日 時   平成２５年３月１７日（日） 午前９時から 

２．場 所   興部町農業者トレーニングセンター 

３．主 催   興部町卓球協会 

４．後 援   興部町教育委員会 

５．種 目   ①男子シングルス    ②女子シングルス  

③男子ダブルス        ④女子ダブルス 

（選手がいなくてダブルスが組めない場合は、申込先まで相談ください。） 

※小学生・中学生・高校生の出場可 

６．出場資格   興部町・西興部村・滝上町・雄武町・紋別市在住者 

７．競技方法   トーナメント方式 

          公式球を使用し、１１ポイント５セットマッチ 

          出場者は、背中にゼッケンをつけること。 

８．表 彰   優勝から３位まで賞品を贈る 

９．参 加 料   シングルス ５００円   ダブルス ８００円 

          ※参加料は当日申し受けます。 

10．申込期限   ３月８日（金）までお申し込みください。 

11．申 込 先   〒０９８－１６１６  興部町本町 

          坂東 孝幸（℡８２－２７３２ FAX 兼用） 

 

「卓球教室」参加者募集のお知らせ  

 興部町卓球協会では、卓球教室を下記のとおり開催いたしますので、参加希望の方は下記 

申込先に期日までお申し込みください。 

 

◆日 時   ３月５日（火）、７日（木）、１２日（火）、１４日（木） 

        １９：００ ～ ２１：００ 

◆場 所   農業者トレーニングセンター 

◆対 象 者   一 般 

◆参 加 料   無 料 

◆申込期限   ２月２８日（木） 

◆主 催   興部町卓球協会 

◆申 込 先   興部町卓球協会事務局  坂東 孝幸（℡８２－２７３２） 

        ※電話で申込ください。 

 

 

 


